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耐震化やバリアフリー、環境への配慮など、市民の住生活の基盤となる良質

な住宅ストックの形成を目指します。

基本方針１ 安心・安全な住まいづくりの支援

基本方針２ 環境に配慮した住まいづくりの支援

基本方針３ 良質な住宅の供給・適正な管理の支援

地域の自然環境や歴史・文化を活かし、安全・安心で良好な居住環境の形成

を目指します。

基本方針１ 安心・安全な住環境の整備の推進

基本方針２ 快適で美しいまちなみづくりの推進

多様なライフスタイルやライフステージに対応して選択される良質な住まい

を増やせるよう、新設住宅の質を高めるとともに、既存ストックの活用を推進

します。

基本方針１ 多様なニーズに対応した住宅整備等

基本方針２ 住生活の安心を支えるサポート体制の整備

高齢者、障害者、ひとり親世帯等の居住の安定が確保されるよう、公的賃貸

住宅及び民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの機能向上を目指すと

ともに、地域によるサポート体制の整備を目指します。

基本方針１ 住宅の確保に配慮が必要な人の賃貸住宅の確保等

基本方針２ 住宅の確保に配慮が必要な人の住生活のサポート体制の整備
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基
本
理
念

と
も
に
築
き
伝
え
る
・
住
み
続
け
た
い
ま
ち
・
さ
い
た
ま

１ 安心・安全な住まいづくりの支援

２ 環境に配慮した住まいづくりの支援

３ 良質な住宅の供給・適正な管理の支援

２ 快適で美しいまちなみづくりの推進

基本目標１

良質な住宅の供

給の推進

基本目標３

多様な居住ニー

ズへの対応

１ 多様なニーズに対応した住宅整備等

基本目標４

住宅セーフティ

ネットの再構築

１ 住宅の確保に配慮が必要な人の賃貸住宅の確

保等

２ 住宅の確保に配慮が必要な人の住生活のサポ

ート体制の整備

１ 安心・安全な住環境の整備の推進

基本目標２

良好な住環境の

整備の推進

２ 住生活の安心を支えるサポート体制の整備

基本目標 基本方針
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①住宅の耐震改修に対する支援を引き続き行います。（建築総務課・建築指導課）

②市営住宅の耐震化、バリアフリー化を推進します。（住宅課）

③住宅防火対策を推進します。（予防課）

④シックハウス対策など健康に配慮した居住環境の確保を推進します。（環境薬事課）

⑤浸水から住宅を防ぐ改良工事費融資制度を引き続き実施します。（住宅課）

⑥高層マンション防災ガイドブックの配布を行います。（防災課）

⑦福祉のまちづくり条例に基づく共同住宅等のバリアフリー化を推進します。（建築総務課・建築指導課）

①省エネ・創エネ住宅の普及を推進します。（地球温暖化対策課）

②スマートホーム・コミュニティを推進します。（環境未来都市推進課）

③長期優良住宅の整備を推進します。（住宅課）

④低炭素住宅の整備を推進します。（住宅課）

⑤環境に配慮した市営住宅の建替えを実施します。（住宅課）

①防災対策の拡充を行います。（防災課）

②下水道浸水対策の推進、公共下水道の普及の促進を行います。（下水道計画課）

③公衆街路灯を引き続き適正に配置します。（交通防犯課）

④福祉のまちづくりを推進します。（福祉総務課）

⑤狭あい道路の整備を推進します。（道路環境課・建築総務課・建築指導課）

⑥生活環境の保全を推進します。（環境対策課）

①地区計画・建築協定等を推進します。（都市計画課・建築行政課）

②参加と協働によるまちづくりを推進します。（都市総務課・まちづくり総務課）

③優れた都市景観形成を推進します。（都市計画課）

④公園の整備を推進します。（都市公園課）

⑤多目的広場の整備を推進します。（スポーツ振興課）

⑥住環境向上のため緑化を推進します。（みどり推進課）

⑦紛争防止条例に基づき良好な近隣関係の形成・保持に努めます。（建築総務課・建築指導課）

⑧空き家の適正管理を推進します。（環境総務課）

①高齢者等への市営住宅の優遇措置を推進します。（住宅課）

②市営住宅の適正入居を推進します。（住宅課）

③市営住宅建替えの実施により、居住性の向上・ニーズへの対応を図ります。（住宅課）【再掲】

④火災等の緊急時、市営住宅の一時提供を行います。（住宅課）

⑤市営住宅において高齢者世話付住宅を引き続き提供します。（高齢福祉課・住宅課）

⑥高齢者・障害者の多様なニーズに対応した住宅等の整備を推進します。（高齢福祉課・介護保険課・障害福祉課・住宅課）【再掲】

⑦災害時に応急仮設住宅等の提供及び維持管理を行います。（営繕課・住宅課）

①高齢者、障害者世帯に対するバリアフリー助成を推進します。（高齢福祉課・障害福祉課）

②高齢者・障害者の多様なニーズに対応した住宅等の整備を推進します。（高齢福祉課・介護保険課・障害福祉課・住宅課）

③市営住宅建替えの実施により、居住性の向上・ニーズへの対応を図ります。（住宅課）

④子育て世帯への住宅支援を推進します。（住宅課）

①住宅のミスマッチ解消・ストック活用のためマイホーム借上げ制度周知を推進します。（住宅課）

②住宅を購入する際のトラブル解消のため、消費生活相談・啓発を推進します。（消費生活総合センタ－）

③シニアサポートセンター（地域包括支援センター）、障害者生活支援センターによる住まいの相談を推進します。（高齢福祉課・障害福祉課）

④緊急通報装置の設置・高齢者等の相談・安否確認事業を推進します。（高齢福祉課・障害福祉課）

⑤高齢者の見守りを強化します。（高齢福祉課）

①住宅関連制度のガイド作成等により情報提供を推進します。（住宅課）

②分譲マンションの適正管理への支援を推進します。（住宅課）

③適正管理啓発のため分譲マンションのヒアリング調査を実施します。（住宅課）

④住宅リフォーム・維持管理の情報提供制度の周知を推進します。（住宅課）

①入居支援制度において、賃貸人への啓発・情報提供を推進します。（住宅課）

②子育て世帯や高齢者世帯への住宅に関する情報提供を推進します。（住宅課）

③高齢者住み替え家賃助成を推進します。（高齢福祉課）

④無料低額宿泊所等から民間賃貸住宅への入居を推進します。（保護課）

住宅施策の展開
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第三章 住宅施策展開の方針

住宅の耐震化の推進
東日本大震災を教訓として、災害

からの安全性を高め、住生活の基

礎となる住宅の質の確保のための

耐震性の向上

市営住宅の建物の老朽化や入居

者の高齢化

分譲マンションストックのうち、既に

30 年以上が経過したストックが

1 万戸を超える

高齢化の進行や厳しい社会経済

情勢を背景に、高齢者世帯、低額

所得者、ひとり親世帯、外国人世

帯等の住宅確保要配慮者が増加

≪計画の見直しにかかる課題≫

市営住宅の適正な

管理・整備の推進

分譲マンション管理

支援の拡充

高齢者の居住の安定

の確保

（１）住まいの安全性の確保

（２）環境や高齢者等に配慮し

た住まいづくりの促進

（３）住宅確保要配慮者に対

する重層的な住宅セーフ

ティネットの確立

（４）分譲マンションストックの

維持管理

（５）空き家・既存住宅ストック

の活用

（６）良好な居住環境の形成

≪重点施策≫
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56

(1-1- )

(1-1- )

〔関連する成果指標〕

指標名称 データ根拠 現状値 目標値

住宅の耐震化率
『さいたま市建築物耐震改修

促進計画』

86%

(平成 23 年度)

90%

(平成 27 年度)

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築

1-1-①：（基本目標）-（基本方針）-（基本施策）
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40

(1-1- 1-2- )

100

(3-1- 4-1- )

(4-1- )

(4-1- )



〔関連する成果指標〕

指標名称 データ根拠 現状値 目標値

公営住宅供給量

（建替えに伴う供給及

び定期募集見込戸数）

『市営住宅等長寿命化計画』

に基づく管理戸数をもとに算

出

884 戸

(平成 19 年度～

平成 25 年度)

1,000 戸

(平成 26 年度～

平成 32 年度)

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築
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1,600 98,000

55 30 161 11,953

6 6

(1-3- )

(1-3- )

(1-1- )

56

(1-1- )

〔関連する成果指標〕

指標名称 データ根拠 現状値 目標値

分譲マンションヒアリン

グ調査数

『さいたま市分譲マンション実態

調査』をもとに設定

0 団地

(平成 25 年度)

380 団地

(平成 26 年度～

平成 35 年度)

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築
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(3-1- 4-1- )

(3-1- )

(3-2- )

(4-2- )

(3-2- )

(3-2- )

(4-2- )

〔関連する成果指標〕

指標名称 データ根拠 現状値 目標値

サービス付き高齢者向

け住宅の供給目標

国土交通省算定プログラム

を参考に算定

977 戸

(平成25年11月)

1,400 戸

(平成 28 年度)

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築

【施策の方向】

①世帯やニーズに適した住環境

整備

②高齢者等の居住安定確保

③子育てしやすい住環境整備

④住宅セーフティネットの構築
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